
宅地隣接の山林の状況調査結果 
酒田行政区住居裏ガンマカメラ撮影結果 
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宅地隣接の山林の状況調査結果 

測定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

１ｍ(μSv/h) 1.13 2.15 2.34 2.09 2.61 2.14 2.10 3.49 3.34 

現場地形略図 
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宅地隣接の山林の状況調査結果 
田尻行政区囲木状況確認 
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解体のため未除染 

測定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

１ｍ(μSv/h) 1.34 1.87 1.68 1.54 1.70 1.67 1.68 1.69 1.73 1.81 2.09 

９ 

10 

11 
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双葉町(帰還困難区域) 

井手行政区 
(帰還困難区域) 

酒井行政区 
(帰還困難区域) 

谷津田行政区 
(居住制限区域) 
※除染作業中 

谷津田行政区は南を双葉町渋川地区(山林)の帰還困難区域、東は酒井、西は井手地区といづれも帰還困難区域となっている。また北側は高瀬川

があり四方を除染しない区域に囲まれた居住制限区域であり、 このような地域は本町以外避難指示区域には存在しないと思われる。  

このような状況でも除染は必要と認識しているものの、昨今、除染ありきの避難指示解除が進められている。この状況を踏まえ検証をお願いしたい。  

宅地隣接の山林の状況調査結果 
谷津田行政区の状況について 資料3-3 

現場地形略図 
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